
 
 
 
 

2024年８月９日 

各 位 

会 社 名 ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社 

代 表 者 取 締 役 社 長  佐 藤  恒 治 

(コード番号 7203 東証プライム・名証プレミア) 

お問合せ先 資本関連事業部長  森山  由英 

(T E L . 0 5 6 5 - 2 8 - 2 1 2 1) 

 

 

型式指定申請に関する再発防止について（続報）  
 

当社は、本年 7 月 31 日の国土交通省による是正命令を踏まえ、本日、国土交通省へ再発防止に

ついての報告書を提出いたしましたので、お知らせいたします。 

 

本件に関する詳細につきましては、別紙プレスリリースをご参照ください。 

 

以上 



2024 年 8 月 9日 

型式指定申請に関する再発防止について 

 
トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）は 7 月 31 日の国土交通省による是正命令
を踏まえ、本日、国土交通省へ再発防止についての報告書を提出いたしました。 
是正命令時に国土交通省からご指摘いただきました点を踏まえ、全社一丸となって
再発防止に取り組んでまいります。 
 
国土交通省のご指摘により、経営による認証業務への関与が不十分であり、また、
データの管理体制や、認証業務に関する規程・手順の整備といった認証の基盤に多
くの改善点があることを認識いたしました。 
経営と現場が一体となり、正しい認証業務を実施し、異常に気づき、すぐに行動で
きる仕組み・体制の見直しを速やかに進めてまいります。 
また、中長期的には TPS を通じて、企画・開発・認証の全体の仕事の流れをあきら
かにしながら、認証業務にトヨタの改善を織り込むとともに、トヨタグループ共通
の価値観や改善を育んでまいります。 
取り組み状況は四半期ごとに国土交通省へご報告いたします。 
 
＜再発防止報告書 骨子＞ 

①会社全体の業務運営体制の再構築 

1)経営層による開発・認証業務の理解促進及び統治体制の強化 
・社長から継続的に全社員に向けてトップメッセージを発信 
・経営陣による定期的な認証現場巡視を行い、現場と本音の対話を行う場を設定 
・CTO（Chief Technology Officer）が開発の総合判断責任者、G-CQO（Global Chief 

Quality Officer）が認証の総合判断責任者となり、経営判断が必要な節目会議で認
証業務を正しく実行するための判断ができるよう、責任者とプロセスを見直し、規
程を明記 

・開発・認証業務を遂行する際の責任の所在、権限等を明確にし、開発の進捗や認証
への影響等を指標化。チーフエンジニアがそれぞれの異常の有無を把握し、車両カ
ンパニープレジデントや認証責任者に報告できる体制を整備 

2)経営層による認証ルールの理解・遵法意識の向上 
・経営層/幹部職員に対し、認証業務のプロセス、規程の概要に関する教育を実施 
  従業員に対し、広く認証業務のコンプライアンス意識を醸成・強化する教育を継続 

3)開発・認証業務に対する内部監査の充実 
・内部監査を充実させるため、G-CQO が任命する法規主監が現場に対して 
２線的監査を行うことで、開発・認証の実務に対する牽制効果を高め、法規主監が
認証体制の有効性を評価、G-CQO および CRO（Chief Risk Officer）に報告 

・さらに 3 線的監査として CRO が内部監査室に対し、現場確認・監査の実施を 
検討・指示。内部監査室の人員増強や外部専門家の起用を検討 



4)経営層に対して適正な情報が報告できる体制の確保 
・経営層/幹部職員による定期的な現場巡視と対話 
・CRO、CTO、G-CQO が現場巡視や車両カンパニープレジデントや認証責任者、
法規主監からの報告を通じて開発・認証現場の状態をモニターし、取締役会に報告 

 

②自動車開発・認証全体の業務管理手法の改善 

1)開発から認証の全体統括管理及び各業務の責任の明確化 
・開発と認証の各工程において、CTO と G-CQO を総合判断責任者として、経営判
断が必要な節目会議で認証業務を正しく実行するための判断ができるよう、責任
者とプロセスを見直し、規程に明記 

・CTO の統括責任下で車両カンパニープレジデントが責任者となり、次の工程への
移行可否を判断。判断の透明性を確保し、認証に無理が生じないよう、柔軟に計画
を変更 

・G-CQO は認証計画に影響を与えると判断した場合は認証への移行を止め、認証工
程へのしわ寄せを防ぐ。認証移行後は G-CQO が任命する認証責任者が各工程の
管理と問題解決の責任を持つ 

・CTO の統括責任下でチーフエンジニアが担当車両の認証計画の健全性を確保する
とともに、開発完了後も認証車の品質確保の責任と試験結果や技術的な判断根拠
の適切な保管の責任を持つ 

・正しく認証が実施できていなかった衝突については、車両カンパニー横断の衝突エ
キスパートを設置 

2)自動車開発・認証業務全体の適正なリソース配分及び管理 
・認証関連組織への人的・物的リソース充当 
・経営層による開発・認証現場の定期的な巡視 
・法規主監から G-CQO および CRO への定期報告 
・開発・認証業務に必要なリソースの適切かつ柔軟な配置・配分の検討 
・トヨタグループ全体で適正なリソース下で認証業務が遂行される体制の管理 

3)認証業務の適正な実施を前提とした日程管理方法の整備 
・開発計画立案段階における確保されるべき認証日程や認証車台数の考え方を認証
責任者が規程化 

・開発・認証プロセスそれぞれの節目会議における次の工程への移行判断の責任者と
判断基準の明確化 

4)認証での開発データ利用適正化のための社内規程の整備 
・開発データを認証申請に用いる際、認証主管部署が試験指示書（指示かんばん）を
発行し、法規主監が試験に立会い、指示通りに試験されていることを確認。試験車
両が適正であることの根拠、試験条件や結果などのデータやその処理方法の情報
をチーフエンジニアが責任をもって準備し、認証主管部署が確認する工程を設置 

 

③不正リスクに対応した法規・認証関連業務の実施体制の構築 



1)認証業務に関する社内規程の適正化 
・責任者の権限、委任可否の明確化 
・認証業務規程作成の統一ルールを制定し、規程間の齟齬や現場判断での委任を防止 
・文書の保管内容や方法の詳細を規定し、適切な文書管理体制を構築 

2)試験指示及び申請準備における試験条件等の確認強化 
・認証主管部署は試験実施前に指示かんばんを発行し、試験実施者に対して詳細な試
験内容や手順を示すことを定めた規程と運用を整備 

・認証主管部署は試験成績書と指示かんばんの一致を確認する責任を持ち、法規主監
が認証申請前に確認、試験成績書を確定 

・デジタル技術の活用によりミスや作業負荷等を低減する取り組みも推進 

3)認証試験のモニタリング・継続改善するための体制の構築 
・G-CQO が任命する法規主監を「社内審査官」として配置、認証試験に立会い、実
施状況や正確性を確認 

・社内審査官は認証試験条件の遵守度や試験能力、設備が法規要件を満たしているか、 
 時間的制約によって試験の適切な実行が妨げられていないかを確認 
・法規主監は定期的に G-CQO および CRO に報告し、経営層でないと解決できない
問題に対しても具体的な改善を実施 

・出力試験では試験実施担当者がプログラムを変更できる環境であったため、プログ
ラムの書き換えを防止する仕組みの導入を検討 

4)認証現場における遵法意識の向上 
・品質学習館を活用し、開発や認証部署の遵法意識を一層向上 
・新人研修や配属研修を通じて、認証業務にあたる上での遵守事項の理解を深める教
育を実施 

・認証試験中であることが周囲からも認識できる認証ユニフォームや認証試験現場
へのマイスター制度の導入を検討 

 
 
「人づくり」「モノづくり」「基盤の強化」の３つを柱に正しい認証業務を実施でき
る環境づくりに取り組んでいきます。 
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